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マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
と
は
、
神
話
的
に
は
天
孫
降
臨
の
際
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト

を
包
ん
だ
着
衣
若
し
く
は
寝
具
を
指
し
、
祭
儀
の
面
で
は
大
嘗
祭
の
悠
紀

殿
・
主
基
殿
に
設
え
ら
れ
た
神
座
の
名
称
で
あ
る
。
両
者
を
結
び
つ
け
た
解

釈
が
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
記
・
紀
神
話
を
祭
儀
か
ら
派

生
し
た
も
の
と
考
え
、
天
孫
降
臨
神
話
も
そ
の
成
立
基
盤
と
し
て
の
大
嘗
祭

の
起
源
神
話
と
見
做
さ
れ
て
き
た
研
究
史
が
あ
る
。
こ
う
し
た
捉
え
方
を
見

直
す
べ
き
点
が
指
摘
さ
れ
、
天
孫
降
臨
神
話
と
大
嘗
祭
と
の
関
係
も
再
検
討

さ
れ
て
は
い
る
が
、『
日
本
書
紀
』
の
現
行
の
注
釈
書
を
見
る
と
、
ほ
ぼ
例

外
な
く
神
話
の
中
の
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
を
大
嘗
祭
の
そ
れ
と
大
な
り
小
な
り

関
連
付
け
て
理
解
す
る
状
況
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ

に
つ
い
て
、
祭
儀
と
神
話
各
々
に
於
け
る
位
相
を
見
定
め
つ
つ
、
そ
の
意
味

す
る
内
容
の
変
遷
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一

　
『
日
本
書
紀
』
神
代
下
第
九
段
所
載
の
天
孫
降
臨
神
話
は
、
本
文
に
第
一

～
八
の
一
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
は
、
次
頁
の
表
に
示
す

よ
う
に
司
令
神
を
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
す
る
紀
本
文
と
第
六
・
第
四
の
一
書
に

現
れ
る
。

　

日
本
古
典
全
書
を
除
い
た
現
在
の
注
釈
書
は
、
何
れ
も
こ
の
マ
ド
コ
オ
フ

ス
マ
を
説
明
す
る
際
に
大
嘗
祭
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
周
知
の
よ
う

に
折
口
信
夫
の
提
示
し
た
所
謂
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
論１
に
基
づ
く
解
釈
で
あ

る
。
即
位
す
る
天
皇
が
寝
所
に
籠
り
天
皇
霊
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
大
嘗
祭

の
本
義
と
捉
え
、
そ
の
新
帝
の
褥
裳
こ
そ
が
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の
纏
っ
た
マ

ド
コ
オ
フ
ス
マ
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

近
年
、
加
茂
正
典２
に
よ
っ
て
、
折
口
の
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
論
の
先
行
説
の

所
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
加
茂
は
、
折
口
説
を
天
孫
降
臨
神
話
を
大

嘗
祭
の
祭
儀
神
話
と
見
做
す
「
天
孫
降
臨
神
話
由
来
説
」
と
、
大
嘗
宮
神
座

の
寝
具
・
御
衾
を
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
と
解
釈
す
る
「
真
床
覆
衾
説
」
に
分
け

て
捉
え
る
。
前
者
「
天
孫
降
臨
神
話
由
来
説
」
は
、
忌
部
正
通３
が
「
斎
庭
之

穂
」（
第
九
段
一
書
第
二
）、「
卜
定
田
」（
第
十
段
一
書
第
三
）、
吉
田
兼
倶４
が
「
八

重
席
（
薦
）」（
第
十
段
本
文
・
一
書
第
二
）
の
よ
う
に
、
大
嘗
祭
儀
に
神
代
紀

の
記
載
と
一
致
す
る
語
彙
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
論
で
あ
る
。「
斎

　

マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
考

工　

藤　
　
　

浩
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表
１系統

司
令
神

降
臨
神

降
臨
の
様
態

降
臨
地

随
伴
神

神
宝

神
勅

伊
勢
神
宮

東
征
系

石
屋
戸
系

先
導
神

鎮
座

タカミムスヒ系

紀
本
文

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ

眞
床
追
衾
に

包
ま
れ
る

日
向
襲
高
千

穂
峯

第
六
一
書

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ

眞
床
覆
衾
に

包
ま
れ
る

日
向
襲
高
千

穂
峯

第
四
一
書

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ

眞
床
覆
衾
に

包
ま
れ
る

日
向
襲
高
千

穂
槵
日
二
上

峯

ア
メ
ノ
オ
シ
ヒ

ア
メ
ク
シ
ツ
ノ

　
　

オ
ホ
ク
メ	

アマテラス系

第
二
一
書

ア
マ
テ
ラ
ス

オ
シ
ホ
ミ
ミ

　
　

↓

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ

ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ

フ
ト
ダ
マ

諸
部
神

宝
鏡

斎
庭
稲
穂

同
床
同
殿

第
一
一
書

ア
マ
テ
ラ
ス

オ
シ
ホ
ミ
ミ

　
　

↓

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ

筑
紫
日
向
高

千
穂
触
峯

ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ

フ
ト
ダ
マ

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ

イ
シ
コ
リ
ド
メ

タ
マ
ノ
ヤ

三
種
神
宝

天
壌
無
窮

サ
ル
タ
ヒ
コ

伊
勢
之
狭
長

田
五
十
鈴
川

上

総合
　

記

タ
カ
ギ
ノ
カ
ミ

ア
マ
テ
ラ
ス

オ
シ
ホ
ミ
ミ

　
　

↓

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ

竺
紫
日
向
高

千
穂
久
士
布

流
多
気

ア
メ
ノ
オ
シ
ヒ

ア
マ
ツ
ク
メ

ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ

フ
ト
ダ
マ

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ

イ
シ
コ
リ
ド
メ

タ
マ
ノ
ヤ

オ
モ
ヒ
カ
ネ

タ
ヂ
カ
ラ
ヲ

イ
ハ
ト
ワ
ケ

三
種
神
宝

瑞
穂
国
統
治

宝
鏡
奉
斎

サ
ル
タ
ヒ
コ

佐
久
久
斯
侶

伊
須
受
能
宮

外
宮
之
渡
会

	

西
條
勉
『
古
事
記
と
王
家
の
系
譜
学
』
よ
り
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庭
之
穂
」「
卜
定
田
」
は
第
九
段
天
孫
降
臨
神
話
の
要
素
だ
が
、「
八
重
席

（
薦
）」
は
第
十
段
の
海
神
宮
訪
問
神
話
に
属
し
て
お
り
、「
天
孫
降
臨
神
話

由
来
説
」
の
名
称
は
、
厳
密
を
期
す
な
ら
ば
「
天
孫
降
臨
・
海
神
宮
訪
問
神

話
由
来
説
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

後
者
「
真
床
覆
衾
説
」
は
、
鈴
木
重
胤５
を
嚆
矢
と
す
る
。「
冕
服
」
を
身

に
着
け
て
、「
高
座
」
に
就
い
た
新
帝
を
、「
命
婦
二
人
」
が
覆
う
「
御
帳
」

が
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。「
高
座
」
と
は
高
御
座
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
こ
へ
新
帝
が
就
く
の
は
、
重
胤
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
天
皇
即

位
儀
」
で
あ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
の
部
分
は
「
大
嘗
祭
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い

な
い
こ
と
が
確
か
で
あ
る
。
更
に
続
け
て
、
皇
太
神
宮
・
荒
祭
宮
・
度
會
宮
・

多
賀
宮
の
ご
神
体
を
覆
う
装
束
を
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
の
遺
制
と
し
、
大
嘗
祭

で
八
重
畳
の
上
に
奉
る
衾
も
玉
体
を
覆
う
と
い
う
用
途
か
ら
同
様
に
考
え
、

坂
枕
の
下
に
敷
く
衾
も
同
じ
も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
飯
田
武
郷
が
、

栗
田
寛
説
に
。
儀
式
大
甞
の
神
御
に
寢
具
を
供
へ
。
天
皇
の
御
に
も
同

く
寢
具
あ
り
。
ま
た
諸
社
の
神
坐
に
も
。
衾
あ
り
枕
あ
る
こ
と
。
往
々

見
え
た
る
は
。
み
な
上
古
の
體
と
き
こ
え
た
り
。
此
寢
具
を
供
ふ
る
こ

と
は
。
天
孫
降
臨
の
時
。
眞
床
覆
衾
の
遺
風
に
や
あ
ら
む
と
云
り
。
さ

も
有
へ
し６
。

の
如
く
、
栗
田
寛
も
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
説
を
発
表
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る

点
で
あ
る
。
加
茂
は
、
栗
田
説
の
出
典
を
不
明
と
し
な
が
ら
、
鈴
木
重
胤
説

を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る７
。
管
見
の
限
り
で
も
、

栗
田
寛
の
著
作
に
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
に
関
す
る
明
確
な
記
述
は
見
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
が
、『
神
祇
志
料
附
考
』
に
は
坂
枕
に
関
す
る
以
下
の
よ
う
な

記
述
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
大
甞
會
に
用
ふ
る
坂
枕
と
云
は
い
か
な
る
に
か
と
疑
ひ
て
あ
り
し

が
、（
中
略
）
日
本
紀
私
記
に
、
師
説
古
以p

蔣
爲p

枕
云
高w

之
眼
目q

須
流
故
、
欲p

言w

高
之
始q

有w

此
言q

乎
と
み
え
、
冠
辭
考
に
、
或
傳

に
こ
の
大
甞
會
の
神
床
の
八
重
疊
の
下
に
、
其
薦
枕
を
か
ひ
敷
て
高
く

す
と
い
へ
り
、
然
れ
ば
枕
の
方
、
高
く
て
床
の
上
斜
な
れ
ば
、
坂
枕
て

ふ
名
も
有
歟
是
ぞ
上
代
の
臥
床
の
さ
ま
な
る
べ
け
れ
ば
、
こ
も
枕
高
し

て
ふ
も
、
此
意
な
ら
ん
か
と
も
覺
ゆ
と
い
は
れ
た
り８
、

大
嘗
祭
の
「
坂
枕
」
と
は
、「
大
甞
會
の
神
床
の
八
重
疊
の
下
に
」
敷
く
「
薦

枕
」
の
謂
い
で
あ
る
こ
と
を
、『
冠
辭
考
』
を
引
い
て
説
い
て
い
る
の
で
あ

る
。『
冠
辭
考
』
を
見
る
と
、
割
注
に
「
坂
枕
」
を
「
大
嘗
宮
の
神
坐
の
料
」

と
明
記
し
た
上
で
、「
或
傳
」
と
し
て
日
本
紀
私
記
の
師
説
の
大
嘗
宮
に
つ

い
て
の
く
だ
り
を
「
こ
の
神
床
の
八
重
疊
の
下
に
、
其
枕
を
か
ひ
敷
き
て
高

く
す
と
い
へ
り９
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
釋
日
本
紀
』
巻
二
十

四
の
武
烈
紀
歌
謡
の
注
釈
に
は
、

私
記
曰
。
師
説
曰
。
古
以p

蔣
爲p

枕
。
云
高
之
服
用
湏
。
故
欲p

言p

高

之
始
有w

此
言q

乎Ａ
。

の
よ
う
に
、「
薦
枕
」
が
枕
詞
と
し
て
「
高
」
に
掛
か
る
理
由
を
説
明
し
て

い
る
に
過
ぎ
ず
、
大
嘗
祭
と
結
び
つ
け
る
記
述
は
一
切
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
眞
淵
は
、
八
重
疊
を
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
と
同
一
だ
と
は
考
え
て
は
お
ら

ず
、
そ
の
点
は
栗
田
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
飯
田
武
郷
は
、
鈴
木
重
胤
『
日

本
書
紀
傳
』
が
提
示
し
た
「
真
床
覆
衾
説
」
を
参
照
し
、
栗
田
寛
『
神
祇
志

料
附
考
』
に
引
か
れ
た
坂
枕
・
薦
枕
の
説
を
敷
衍
し
て
、
栗
田
寛
説
と
し
て

「
天
孫
降
臨
の
時
。
眞
床
覆
衾
の
遺
風
に
や
あ
ら
む
と
云
り
。」
と
解
し
た
の
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だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
か
ら
、
天
孫
降
臨
神
話
の
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
を
大
嘗
祭
の
神
座
の
名

称
と
す
る
捉
え
方
は
、
資
料
上
は
加
茂
の
指
摘
ど
お
り
『
日
本
書
紀
傳
』
が

最
初
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
重
胤
は
、
即
位
儀
の
高
御
座
の
覆
い
を

マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
の
遺
制
と
す
る
見
解
を
先
ず
示
し
た
上
で
、
そ
れ
を
従
来

の
「
天
孫
降
臨
・
海
神
宮
訪
問
神
話
由
来
説
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
、
大
嘗

祭
の
坂
枕
・
八
重
畳
の
敷
設
に
用
い
る
薦
枕
の
謂
い
で
も
あ
る
と
い
う
思
考

回
路
で
「
真
床
覆
衾
説
」
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

二

　

大
嘗
祭
は
、
天
武
・
持
統
朝
に
即
位
儀
礼
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
施
行
細
則
は
平
安
中
期
に
作
ら
れ
た
『
延
喜

式
』
に
一
巻
を
充
て
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
中
世
に
な
る
と
室
町
末
期
か
ら

戦
国
時
代
に
か
け
て
の
朝
廷
の
窮
乏
や
応
仁
の
乱
（
応
仁
元
年
1467
～
文
明
九
年

1477
）
に
よ
っ
て
実
施
が
延
期
さ
れ
、
遂
に
は
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
な
い
状
態
が

生
じ
て
し
ま
う
。
再
び
大
嘗
祭
が
復
興
さ
れ
る
の
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
、

貞
観
四
年
（
1687
）
に
一
一
三
代
東
山
天
皇
、
一
代
措
い
て
享
保
二
十
年
（
1735
）

の
一
一
五
代
桜
町
天
皇
の
即
位
に
際
し
て
で
あ
っ
た
。
復
興
は
、
五
摂
家
に

数
え
ら
れ
る
一
條
家
の
尽
力
に
よ
っ
た
が
、
一
一
二
代
霊
元
天
皇
の
遺
志
を

強
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

大
嘗
祭
の
史
料
は
、
先
述
の
『
延
喜
式
』
の
他
に
『
儀
式
』『
江
家
次
第
』

『
西
宮
記
』『
北
山
抄
』
な
ど
の
儀
式
書
が
知
ら
れ
る
が
、
何
れ
を
見
て
も
マ

ド
コ
オ
フ
ス
マ
に
関
す
る
記
述
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
所
謂
マ
ド
コ

オ
フ
ス
マ
の
秘
儀
を
大
嘗
祭
の
本
義
と
す
る
説
は
、
一
条
兼
良
『
江
次
第
鈔
』

「
中
和
院
神
今
食
」
条
所
引
の
『
新
儀
式
』
の
割
注
に
「
内
裏
式
云
」
と
し

て
書
か
れ
た
「
縫
殿
寮
供w

寢
具a

天
皇
御p

之Ｂ
」
の
記
事
を
、
唯
一
の
根
拠

と
し
て
き
た
。
即
ち
、
天
皇
が
縫
殿
寮
の
敷
い
た
寝
具
に
包
ま
る
こ
と
と
解

す
るＣ
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
は
、
史
料
性
に
対
す
る
疑
義
が
呈
さ
れ
て
お

り
、「
御p

之
」
は
天
皇
の
神
嘉Ｄ
殿
乃
至
は
寝
具
を
供
す
るＥ
場
へ
の
出
御
と
解

す
べ
き
と
の
指
摘
も
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
寝
具
が
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
で
あ

る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
点
は
看
過
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
前
掲

の
表
１
を
再
度
見
た
場
合
に
、
司
令
神
の
問
題
と
は
別
に
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス

マ
は
三
品
が
「
初
期
穀
霊
信
仰
の
段
階
」
と
す
る
紀
本
文
と
第
六
・
第
四
の

一
書
の
所
伝
に
し
か
出
現
せ
ず
に
、
大
嘗
祭
が
新
帝
即
位
儀
礼
と
し
て
実
施

さ
れ
始
め
た
他
な
ら
ぬ
天
武
・
持
統
朝
の
段
階
の
所
伝
と
捉
え
る
紀
一
書
第

一
やＦ
記
で
は
全
く
そ
の
影
を
潜
め
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う

し
た
状
況
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
は
大
嘗
祭
の
本
来
の
要

素
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
の
が
合
理
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

記
・
紀
神
話
は
、
平
安
朝
に
な
っ
て
初
め
て
祭
儀
と
関
連
付
け
ら
れ
る
の

で
あ
り
、
神
武
天
皇
即
位
記
事
に
大
嘗
祭
の
実
施
が
明
記
さ
れ
る
の
は
、
大

同
二
年
（
807
）
成
立
の
『
古
語
拾
遺
』
が
最
初
だ
と
指
摘Ｇ
さ
れ
る
。
当
該
神

話
の
「
斎
庭
之
穂
」
が
、
先
ず
大
嘗
祭
と
関
連
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
確

実
な
史
料
は
、『
夫
木
和
歌
抄
』
巻
三
十
一
に
収
め
ら
れ
た
正
安
三
年
（
1301
）

後
二
条
天
皇
の
即
位
に
際
し
て
藤
原
兼
仲
の
詠
ん
だ
、

君
が
代
は　

安
の
こ
ほ
り
の　

み
つ
き
も
の　

ゆ
に
は
の
稲
穂　

つ
き

そ
は
し
む
る

の
歌
で
あ
る
が
、

大
問
云
、
以p
斎
訓p

湯
如
何
、
先
師
申
云
、
湯
者
、
潔
斎
之
義
也
、
大
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甞
会
由
貴
次
、
盖
此
謂
也
。

と
い
う
『
釋
日
本
紀
』
の
「
斎
庭
」
の
解
釈
に
は
、
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば

そ
う
し
た
意
識
の
萌
芽
が
看
取
で
き
る
可
能
性
を
加
茂
は
指
摘
し
て
い
るＨ
。

　

し
か
し
、
こ
と
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
大
嘗
祭
の
神
座

と
す
る
概
念
の
存
在
を
示
す
史
料
は
、
鈴
木
重
胤
の
『
日
本
書
紀
傳
』
以
前

に
は
溯
り
得
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
、
大
嘗
祭
の
神
座
は
、
吉
田
神
道
の
兼
倶

以
来
海
神
宮
神
話
に
現
れ
る
「
八
重
疊
」
と
結
び
付
け
た
解
釈
が
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
るＩ
。
従
っ
て
、
悠
紀
・
主
基
殿
に
設
え
ら
れ
た
神
座
に
マ
ド
コ

オ
フ
ス
マ
の
呼
称
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
近
世
に
復
興
さ
れ
た
大
嘗
祭
の
以

降
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
文
献
で
辿
る
こ
と
の
で
き

る
所
謂
「
真
床
覆
衾
説
」
は
、
鈴
木
重
胤
、
飯
田
武
郷
の
よ
う
な
後
期
の
国

学
者
の
著
述
に
限
ら
れ
る
。
大
嘗
祭
は
、
十
七
～
八
世
紀
と
い
う
国
学
勃
興

の
時
期
に
復
興
さ
れ
た
た
め
、
そ
こ
に
初
期
の
国
学
者
が
関
与
し
た
こ
と
も

充
分
に
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

三

　

マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
を
大
嘗
祭
の
神
座
の
名
称
と
す
る
観
念
は
、
大
嘗
祭
が

中
世
の
戦
乱
に
よ
っ
て
途
絶
え
た
時
期
を
過
ぎ
て
、
近
世
の
復
興
の
後
に
生

じ
た
可
能
性
を
見
て
き
た
。
従
っ
て
、
天
孫
降
臨
神
話
に
於
け
る
マ
ド
コ
オ

フ
ス
マ
は
、
大
嘗
祭
と
は
切
り
離
し
て
解
釈
す
る
の
が
適
切
だ
と
言
う
こ
と

に
な
る
。『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
史
の
上
で
は
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
の
大
嘗

祭
と
関
連
付
け
な
い
解
釈
は
、
１
．
寝
床
・
神
躰
を
覆
う
衾Ｊ
、
２
．
御
帳Ｋ
、

３
．
天
孫
を
包
む
褓Ｌ
、
４
．
胞
衣Ｍ
に
分
類
さ
れ
る
。

　

先
述
の
よ
う
に
天
孫
降
臨
神
話
の
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
は
、『
古
事
記
』
に

は
な
く
司
令
神
を
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
一
神
と
す
る
『
日
本
書
紀
』
第
九
段
の
本

文
、
一
書
第
四
・
同
第
六
の
三
つ
の
所
伝
に
の
み
、
降
臨
す
る
ニ
ニ
ギ
の
着

衣
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
司
令
神
に
ア
マ
テ
ラ
ス
が
加
わ
り
、
降
臨
神

ニ
ニ
ギ
が
オ
シ
ホ
ミ
ミ
か
ら
交
代
す
る
こ
と
に
な
っ
た
途
端
に
、
そ
れ
は
見

ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
西
條
勉
は
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
に
包
ま

れ
る
こ
と
の
意
義
を
西
郷
信
綱
の
論Ｎ
を
引
い
て
「
胎
児
へ
の
回
帰
に
よ
る
再

誕Ｏ
」
と
し
、
降
臨
神
の
交
代
に
よ
っ
て
ニ
ニ
ギ
誕
生
の
モ
チ
ー
フ
が
加
わ
る

の
で
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
は
不
要
に
な
っ
た
も
の
と
説
明
す
る
。
し
か
し
な

が
ら
溝
口
睦
子
の
指
摘Ｐ
に
あ
る
よ
う
に
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
を
含
ん
だ
三
つ

の
所
伝
の
何
れ
に
も
、
三
品
彰
英
の
言
う
よ
う
な
ニ
ニ
ギ
が
嬰
児
で
あ
る
こ

とＱ
を
示
す
記
述
は
認
め
ら
れ
な
い
。
溝
口
は
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
が
除
外
さ

れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
疑
問
を
呈
し
な
が
ら
も
西
條
の
説
に
従
う
立
場
を

採
る
が
、
そ
も
そ
も
天
孫
降
臨
神
話
に
は
儀
礼
的
な
死
と
再
生
を
暗
示
す
る

「
胎
児
へ
の
回
帰
に
よ
る
再
誕
」
が
不
可
欠
だ
と
す
る
三
品
以
来
の
見
解Ｒ
に

は
再
考
の
必
要
が
あ
ろ
う
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、
あ
く
ま
で
成
人
の
侭
の

状
態
で
降
臨
す
る
ニ
ニ
ギ
を
包
む
の
が
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
で
あ
っ
て
、
そ
れ

を
嬰
児
の
象
徴
と
は
な
し
得
な
い
点
を
先
ず
確
認
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
で
は
、
ニ
ニ
ギ
の
纏
う
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
を
神
話
的
に
は
ど
う
解
釈

し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
降
臨
神
話
で
は
、
し
ば
し
ば
神
が
船
に
乗
る

こ
と
が
あ
る
。
国
譲
り
条
で
は
、『
古
事
記
』
で
建
御
雷
神
に
副
え
ら
れ
た

天
鳥
船
神
は
、
神
格
化
さ
れ
た
建
御
雷
神
の
降
臨
の
乗
り
物
と
も
解
さ
れ
、

『
日
本
書
紀
』
で
は
事
代
主
神
の
も
と
へ
の
使
者
稻
背
脛
を
運
ん
だ
熊
野
諸

手
船
の
亦
名
天
鴿
船
も
、
水
平
方
向
に
で
は
あ
る
が
神
を
乗
せ
て
空
を
飛
ん

で
い
る
。
中
で
も
最
も
著
名
な
も
の
は
『
日
本
書
紀
』
巻
第
三
、『
先
代
舊
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事
本
紀
』
巻
第
三
「
天
神
本
紀
」
に
記
載
さ
れ
た
、
物
部
氏
の
祖
ニ
ギ
ハ
ヤ

ヒ
の
河
内
へ
の
降
臨
伝
承
で
あ
る
。
及
川
智
早
は
、『
萬
葉
集
』
に
は
、「
天

雲
に　

磐
舟
浮
か
べ　

艫
に
舳
に　

ま
櫂
し
じ
貫
き　

い
漕
ぎ
つ
つ　

国
見

し
せ
し
て　

天
降
り
ま
し　

払
ひ
平
げ
」（
巻
十
九
・
四
二
五
四
）
の
如
く
、

物
部
氏
に
対
抗
意
識
を
持
っ
て
い
た
筈
の
大
伴
氏
に
属
す
る
家
持
の
作
歌
に

ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
伝
承
の
要
素
で
あ
る
「
磐
舟
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
点

に
注
目
す
る
。
集
中
に
は
、
他
に
も
「
ひ
さ
か
た
の　

天
の
探
女
が　

磐
船

の　

泊
て
し
高
津
は　

あ
せ
に
け
る
か
も
」（
巻
三
・
二
九
二
）
の
よ
う
に
、

「床」「牀」の用例

番号 箇所 用例 訓

１ 神代下第九段本文 眞床追衾 マドコオフスマ

２ 　同 同床 オナジキトコ

３ 　同　　　　一書第四 眞床覆衾 マドコオフスマ

４ 　同　　　　一書第六 眞床覆衾 マドコオフスマ

５ 神代下第十段一書第四 三床 ミツノユカ

６ 　同 邊床 ホトリノユカ

７ 　同 中床 ナカノユカ

８ 　同 内床 ウチノユカ

９ 　同 眞床覆衾 マドコオフスマ

10 　同 眞床覆衾 マドコオフスマ

11 綏靖即位前 大牀 オホトコ

12 神功皇后摂政５年３月 微叱許智之床 ミシコチノトコ

13 仁徳４年３月 床蓐 ミユカミマシキ

14 履中即位前 玉床 ミユカミマシキ

15 　同 床頭 ミユカノハシ

16 雄略14年４月 避床而 ミユカヲサリテ

17 継体元年正月 胡床 アグラ

18 　同　８年正月 臥床 トコニフシテ

19 欽明15年12月 胡床 アグラ

20 敏達14年３月 胡床 アグラ

21 舒明即位前 胡床 アグラ

22 皇極２年９月 床側 ミモトノカタハラ

23 孝徳白雉元年是歳 難波吉士胡床 ▲ナニハノキシアグラ

24 天智３年12月 床席 シキヰ

25 　同　10年10月 胡床 アグラ

26 天武元年６月 三宅連石床 ▲ミヤケノムラジイハトコ

27 　同　９年７月 三宅連石床 ▲ミヤケノムラジイハトコ

訓は日本古典文學大系『日本書紀』による。

表
２
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磐
船
が
天
の
探
女
の
高
津
へ
の
降
臨
の
乗
り
物
と
さ
れ
る
例
が
あ
り
、『
続

歌
林
良
材
集
』
所
引
『
津
國
風
土
記
』
逸
文
に
も
同
様
の
観
念
が
見
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
、
一
般
の
神
は
天
降
る
時
に
船
に
乗
る
が
、
天
孫
で
あ
る

ニ
ニ
ギ
の
場
合
は
船
で
は
な
く
「
大
嘗
祭
儀
礼
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
」
マ

ド
コ
オ
フ
ス
マ
を
用
い
て
、
天
孫
の
差
別
化
を
図
ろ
う
と
す
る
『
日
本
書
紀
』

の
構
想
を
読
み
取
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
るＳ
。
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
を
最
初

か
ら
大
嘗
祭
の
要
素
と
す
る
点
に
は
従
え
な
い
が
、
首
肯
す
べ
き
見
解
と
思

わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
が
船
に
代
わ
る
天
孫
降
臨
の
手
段
と
し
て

考
え
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。『
日
本
書
紀
』
に
は
「
床
」「
牀
」
の

用
例
が
、
表
２
に
示
し
た
よ
う
に
二
七
箇
所
見
ら
れ
る
。

　

▲
を
付
し
た
人
名
の
三
例
、
胡
坐
の
五
例
、
22
「
床
側
」
ミ
モ
ト
ノ
カ
タ

ハ
ラ
、
24
「
床
席
」
シ
キ
ヰ
を
一
先
ず
除
外
す
る
と
、
こ
の
文
字
は
現
代
語

と
同
様
に
建
物
の
構
造
物
と
し
て
の
ユ
カ
（
５
・
６
・
７
・
８
・
13
・
14
・

15
・
16
の
八
例
）
と
寝
所
を
表
す
ト
コ
（
１
・
２
・
３
・
４
・
９
・
10
・

11
・
12
・
18
の
九
例
）
と
に
訓
み
分
け
ら
れ
て
い
る
。
後
者
に
属
す
る
マ
ド

コ
オ
フ
ス
マ
は
、「
衾
」
に
覆
わ
れ
た
あ
る
種
の
特
殊
な
寝
床
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、『
古
事
記
』
に
二
例
あ
る
神
意

を
聞
く
た
め
に
天
子
の
就
く
「
神
牀
」
が
想
起
さ
れ
る
。
疫
病
の
流
行
し
た

折
に
、
崇
神
天
皇
が
就
い
て
大
物
主
大
神
の
お
告
げ
を
受
け
て
祟
り
を
鎮

め
、
安
康
天
皇
が
そ
こ
で
昼
寝
し
た
時
の
不
用
意
な
寝
物
語
を
、
皇
后
の
連

れ
子
の
目
弱
王
に
聞
か
れ
て
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
の
が
「
神
牀
」
で

あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
「
神
牀
」
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。
眉
輪
王
に

よ
る
安
康
天
皇
殺
害
の
経
緯
の
詳
細
は
「
神
牀
」
を
含
め
て
記
載
さ
れ
て
い

な
い
。
崇
神
紀
七
年
に
は
、
天
皇
が
神
浅
茅
原
に
八
十
萬
神
を
集
め
た
卜
占

を
行
っ
て
大
物
主
神
の
神
託
を
得
た
後
、
更
に
潔
斎
し
た
夜
に
『
古
事
記
』

と
同
様
に
大
物
主
神
の
夢
の
お
告
げ
で
疫
病
を
収
束
さ
せ
る
方
法
を
聞
い
て

は
い
る
が
、
こ
こ
で
も
「
神
牀
」
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
同
じ
く
崇
神

紀
の
四
十
八
年
条
を
見
る
と
、
天
皇
が
豐
城
命
と
活
目
尊
の
二
人
の
皇
子
に

詔
し
て
、
潔
斎
の
後
に
見
た
夢
の
内
容
に
よ
っ
て
後
継
者
を
決
め
る
と
い
う

『
古
事
記
』
に
見
ら
れ
な
い
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、『
日
本
書
紀
』
に
も

天
子
や
そ
の
皇
子
の
見
る
夢
に
特
別
の
意
味
を
認
め
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
天
子
が
夢
の
お
告
げ
を
受
け
る
た
め
神
聖
な
寝
床
に

就
く
慣
習
と
、
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
へ
行
く
夢
を
見
て
い
て
一
瞬
に
し
て
目

覚
め
る
日
常
的
な
経
験Ｔ
な
ど
か
ら
、
天
孫
た
る
ニ
ニ
ギ
が
他
界
へ
移
動
す
る

手
段
と
し
て
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
は
神
話
的
に
発
想
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

四

　

と
こ
ろ
で
、『
日
本
書
紀
』
に
は
第
九
段
の
天
孫
降
臨
条
の
他
に
、
第
十

段
の
海
神
宮
訪
問
神
話
に
も
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
段

で
は
本
文
に
は
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
は
見
ら
れ
ず
、
一
書
第
四
に
の
み
二
箇
所

現
れ
る
。
こ
こ
に
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
が
登
場
す
る
こ
と
に
関
し
て
も
、
折
口

信
夫
以
来
大
嘗
祭
と
関
連
付
け
た
解
釈Ｕ
が
な
さ
れ
て
き
た
。
折
口
は
、
一
書

第
四
以
外
の
所
伝
に
書
か
れ
る
シ
ホ
ツ
チ
の
与
え
た
マ
ナ
シ
カ
タ
マ
の
小
船

の
存
在
に
注
目
し
て
、
こ
れ
を
大
嘗
祭
で
用
い
ら
れ
る
神
へ
の
供
物
を
納
め

る
容
器
で
あ
り
、
神
の
依
り
代
で
も
あ
る
竹
籠
と
同
じ
も
の
だ
と
考
え
、
海

神
宮
訪
問
神
話
を
大
嘗
祭
の
起
源
神
話
と
解
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、
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諸
氏Ｖ
が
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
大
嘗
祭
の
竹
籠
は
、
服
属
し
た
隼
人
が
製

作
・
貢
納
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
あ
く
ま
で
幣
帛
を
盛
る
た
め

の
容
器
に
過
ぎ
ず
、
祭
儀
の
中
で
神
の
依
り
代
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て

い
る
と
は
認
め
難
い
。
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
に
つ
い
て
は
、
海
神
宮
条
で
は
一

書
第
四
に
だ
け
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
文
は
も
と
よ
り
他
の
一
書
に
も

全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
特
殊
な
要
素
で
あ
る
点
を
先
ず
問
題
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

神
代
紀
下
第
十
段
の
本
文
は
、
第
一
～
第
四
の
一
書
の
内
容
に
基
づ
い
て

新
た
に
選
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
説
か
れ
て
き
たＷ
。
一
書
の
配
列
に
関
し
て

は
、
殊
に
語
句
の
共
通
し
た
最
も
本
文
に
近
い
一
書
第
一
か
ら
順
に
、
第
二

～
四
は
徐
々
に
疎
遠
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
るＸ
。
最
後
に
配
さ
れ
た
一
書

第
四
は
、
兄
火
酢
芹
命
が
山
幸
利
、
弟
火
折
尊
が
海
幸
利
と
さ
れ
兄
弟
関
係

が
逆
で
あ
っ
た
り
、
海
神
は
瓊
を
授
け
る
の
で
は
な
く
三
度
唾
き
す
る
こ

と
、
風か
ざ

招を
ぎ

の
教
唆
の
あ
る
こ
と
な
ど
、
最
も
本
文
か
ら
は
遠
い
特
殊
な
所
伝

と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
るＹ
。
当
該
一
書
に
対
す
る
こ
う
し
た
認
識
の
妥

当
性
は
、
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
に
も
ふ
れ
た
海

幸
・
山
幸
の
兄
弟
関
係
の
逆
転
と
い
う
大
き
な
問
題
の
他
に
、
弟
火
折
尊
の

名
称
が
「
天
孫
」、「
彦
火
火
出
見
尊
」、「
火
折
尊
」
と
二
転
三
転
す
る
点
な

ど
か
ら
も
、
特
殊
な
異
伝
と
し
て
で
は
な
く
、
未
整
理
な
点
を
多
く
含
ん
だ

一
書
と
見
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
海
神
国
へ
の
往
路
の
移

動
の
記
述
の
あ
り
よ
う
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

　

地
上
（
葦
原
中
國
）
か
ら
海
神
国
へ
向
か
う
往
路
は
、
海
神
宮
の
門
の
前

表
３

海
神
国
へ
の
移
動

地
上
へ
の
移
動

海
神
宮
に
入
る
際
の
敷
物

ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
の
出
産

幇
助
者

手
段

幇
助
者

手
段

場
所

姿

子
を
覆
う
物

日
本
書
紀

第
十
段
本
文

鹽
土
老
翁

無
目
籠

／

／

八
重
席
薦

海
邊

龍

草

　
　
　

一
書
第
一

鹽
土
老
翁

一
云
無
目
堅
間

大
目
麁
籠

海
神

大
鰐

／

海
邊

八
尋
大
熊
鰐

／

　
　
　

一
書
第
二

／

／

／

／

／

／

／

／

　
　
　

一
書
第
三

鹽
土
老
翁

無
目
堅
間
小
船

海
神

一
尋
鰐
魚

海
驢
皮
八
重

海
邊

八
尋
大
鰐

／

　
　
　

一
書
第
四

鹽
筒
老
翁

一
尋
鰐
魚

／

／

三
床
（
邊
床
・
中
床
・
内
床
）

眞
床
覆
衾

／

／

草
及
眞
床
覆
衾

古
事
記

鹽
椎
神

无
目
勝
間
小
船

海
神

一
尋
和
邇

美
智
皮
疊
八
重
亦
絁
疊
八
重

海
邊

八
尋
和
邇

／
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の
好し
み
づ井
の
場
面
で
始
ま
る
第
二
の
一
書
は
別
と
し
て
、
問
題
の
第
四
の
一
書

を
除
け
ば
『
古
事
記
』
も
含
め
た
四
種
の
伝
承
が
一
致
し
て
、
シ
ホ
ツ
チ
ノ

ヲ
ヂ
か
ら
得
た
マ
ナ
シ
カ
タ
マ
（
ノ
ヲ
ブ
ネ
）・
オ
ホ
マ
ノ
ア
ラ
コ
と
称
す
る

籠
に
乗
っ
て
移
動
し
て
い
る
。
海
神
国
か
ら
地
上
へ
の
復
路
の
移
動
手
段

は
、
紀
本
文
・
一
書
第
二
・
一
書
第
四
に
は
記
載
が
な
く
、
他
に
は
大
鰐
（
紀

一
書
第
一
）
一
尋
鰐
魚
（
紀
一
書
第
三
）
一
尋
和
邇
（
記
）
の
如
く
全
て
ワ
ニ

と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
マ
ナ
シ
カ
タ
マ
で
海
神
国
に
至
り
、
ワ
ニ
の
背

に
乗
っ
て
葦
原
中
国
へ
戻
る
と
い
う
大
筋
が
、
海
神
宮
訪
問
神
話
に
対
す
る

共
通
理
解
と
し
て
存
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
此
れ
に
対
し
て
一
書
第
四

の
場
合
は
、
往
路
に
他
で
は
復
路
の
乗
り
物
で
あ
る
筈
の
一
尋
鰐
魚
が
現
れ

る
。
し
か
も
シ
ホ
ツ
チ
ノ
ヲ
ヂ
が
指
し
示
し
た
八
尋
鰐
が
鰐
魚
の
策
に
よ
っ

て
一
尋
鰐
に
替
わ
る
と
い
う
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
置
い
た
上
で
、
他
の
所
伝

に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
シ
ホ
ツ
チ
ノ
ヲ
ヂ
と
の
結
び
つ
き
を
逸
脱
し
て
、
マ

ナ
シ
カ
タ
マ
の
あ
る
べ
き
位
置
に
そ
の
ワ
ニ
が
割
り
込
ん
で
い
る
。
復
路
で

は
移
動
手
段
へ
の
言
及
が
な
い
点
な
ど
も
、
混
乱
乃
至
は
未
整
理
の
状
態
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
神
代
紀
上
冒
頭
の
第
一
、
二
段
の
神
代
七
代
条
の
一

書
に
は
、原
資
料
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
採
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、明
ら
か
に
『
日

本
書
紀
』
の
編
者
に
よ
っ
て
統
合
化
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
るＺ
。
当
該
段
の

第
四
の
一
書
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な

不
整
合
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
は
、
第
四
の
一
書
は
本
来
ど
の
よ
う
な
形
を
採
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
一
書
に
だ
け
に
し
か
見
ら
れ
な
い
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
は
、
第
十

段
で
は
特
殊
な
要
素
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
二
箇
所
の
う
ち
、
天
孫
が
葦

原
中
国
か
ら
海
神
国
へ
移
動
し
た
直
後
の
海
神
宮
へ
入
る
際
が
先
、
ト
ヨ
タ

マ
ビ
メ
が
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
を
産
む
際
が
後
の
用
例
で
あ
る
。
後
者
の
、

出
産
の
場
所
に
つ
い
て
こ
の
一
書
は
、「
出
で
來
り
て
、
當
に
産こ
う

ま
む
と
す

る
時
に
」
と
あ
る
だ
け
で
、「
果
し
て
先
の
期
の
如
く
、
其
の
女
弟
玉
依
姫

を
將
ゐ
て
、
直
に
風
波
を
冒
し
て
海
邊
に
來
到
着
る
」（
紀
本
文
）、「
風
濤
壯

か
ら
む
日
を
以
て
、
海
邊
に
出
で
到
着
ら
む
」、「
豐
玉
姫
、
果
し
て
其
の
言

の
如
く
來
至
る
」（
紀
一
書
第
一
）、「
天
孫
の
胤
を
、
豈
海
の
中
に
産
む
べ
け

む
や
。
故
、
産
ま
む
時
に
は
、
必
ず
君
が
處
に
就
で
む
。
如
し
我
が
為
に
産

屋
を
海
邊
に
造
り
て
」、「
豐
玉
姫
、
自
ら
に
、
大
龜
に
馭
り
て
、
女
弟
玉
依

姫
を
將
ゐ
て
、
海
を
光
し
て
、
來
到
る
」（
一
書
第
三
）
の
よ
う
に
、
他
の
所

伝
に
は
例
外
な
く
記
さ
れ
る
、
波
浪
を
乗
り
越
え
て
地
上
に
戻
っ
た
記
述
が

見
ら
れ
な
い
。
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
の
出
産
の
前
に
は
、
火
折
尊
が
海
神
の
教
え

に
従
っ
て
兄
を
懲
ら
し
め
る
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
他
の
所
伝
に
、
兒
が

生
ま
れ
た
場
所
と
し
て
一
致
し
て
記
さ
れ
る
「
海
邊
」
が
、
兄
へ
の
復
讐
が

行
わ
れ
た
場
所
と
し
て
、
文
脈
上
の
位
置
を
変
え
て
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、

先
に
見
た
鰐
に
対
す
る
こ
の
一
書
の
扱
い
と
合
致
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

曖
昧
な
記
述
か
ら
は
、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
が
海
神
国
か
ら
葦
原
中
国
へ
移
動
し

た
直
後
に
出
産
し
た
よ
う
に
も
受
け
取
ら
れ
る
。

　

は
じ
め
の
用
例
に
目
を
転
ず
る
な
ら
、
他
の
所
伝
の
八
重
席
薦
（
本
文
）、

海
驢
皮
八
重
（
紀
一
書
第
三
）、
美
智
皮
疊
八
重
（
記
）
が
、
こ
の
一
書
の
マ

ド
コ
オ
フ
ス
マ
に
対
応
し
て
い
る
。
第
四
の
一
書
で
は
、
海
神
の
用
意
し
た

三
床
の
「
邊
床
」「
中
床
」
に
続
く
最
後
の
「
内
床
」
で
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ

の
上
に
寛
坐
し
て
い
る
の
を
見
て
、
海
神
が
「
天
神
の
孫
」
と
悟
っ
て
い
る
。

天
孫
の
象
徴
と
し
て
の
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
は
、
海
神
が
用
意
し
た
の
で
は
な

く
、
地
上
か
ら
携
え
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。「
三
床
」
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「
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
」
の
よ
う
に
、
敷
物
と
思
し
き
要
素
が
重
複
し
て
い
る

の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
敷
物
を
「
八
重
」
に
重
ね
る
と
い
う
要
素
が
な
い

点
で
も
、
こ
の
一
書
の
内
容
の
他
の
所
伝
か
ら
の
逸
脱
ぶ
り
は
顕
著
で
あ
る

と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
の
後
の
方
の
用
例
で
は
、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
が
恨
ん
で
別

離
の
言
葉
を
発
し
た
後
に
、「
草
及
眞
床
覆
衾
」
で
生
ま
れ
た
兒
を
包
ん
で

い
る
。
こ
こ
で
も
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
現
れ
た
の
か

が
文
脈
上
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
出
産
の
場
所
、
即
ち
他
の
所
伝
に

「
海
濱
」
と
記
さ
れ
る
地
上
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
兒
と
と
も
に
海
神
国
か
ら
齎
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
を
身
に
着
け
る
の
が
、
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア

ヘ
ズ
の
名
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
他
な
ら
ぬ
「
天
孫
」「
皇
孫
」
の
兒
で
あ

る
点
で
あ
ろ
う
。

　

未
整
理
・
不
整
合
を
含
ん
だ
第
十
段
第
四
の
一
書
で
は
あ
る
が
、
マ
ド
コ

オ
フ
ス
マ
は
、「
天
孫
」「
皇
孫
」
と
し
て
の
ホ
ヲ
リ
か
ら
そ
の
兒
へ
と
引
き

継
が
れ
て
お
り
、
葦
原
中
国
と
海
神
国
と
の
間
の
移
動
の
直
後
に
現
れ
る
点

は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
見
て
き
た
点
を
踏
ま
え
て
い
ま
一
度
表

３
を
見
る
と
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
に
よ
っ
て
火
折
尊
が
海
神
宮
に
移
動
す
る

の
が
、
本
来
の
形
と
し
て
浮
か
ん
で
こ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
異
伝
を
一
書
と

し
て
『
日
本
書
紀
』
で
取
り
上
げ
る
際
に
、
他
の
所
伝
に
共
通
す
る
シ
ホ
ツ

チ
の
教
唆
と
い
う
一
般
的
要
素
と
の
整
合
性
へ
の
配
慮
か
ら
、
マ
ド
コ
オ
フ

ス
マ
の
登
場
す
る
場
所
は
海
神
宮
入
り
口
の
三
床
の
最
後
の
「
内
床
」
の
上

へ
移
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
更
に
、
マ
ナ
シ
カ
タ
マ
を
、
同
じ
く
人
口
に

膾
炙
し
た
復
路
の
ワ
ニ
と
い
う
要
素
に
置
き
換
え
て
シ
ホ
ツ
チ
─
ワ
ニ
と
い

う
特
異
な
結
び
つ
き
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
復
路
に
つ
い
て
言
え

ば
、
同
様
に
兒
が
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
に
包
ま
れ
て
葦
原
中
国
に
戻
る
話
柄
を

採
っ
て
い
た
が
、
兒
の
生
ま
れ
た
地
を
葦
原
中
国
の
「
海
邊
」
と
す
る
一
般

的
な
所
伝
の
影
響
、
若
し
く
は
拘
束
に
よ
っ
て
、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
が
地
上
に

赴
い
て
兒
を
草
と
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
で
包
む
と
い
う
形
に
改
め
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
一
書
だ
け
が
兒
の
生
ま
れ
た
場
所
を
曖
昧
に
し
て
い
る
理
由
は
、

兒
の
誕
生
が
本
来
は
海
神
国
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
か
く
し

て
、
海
神
宮
訪
問
神
話
に
つ
い
て
も
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
に
よ
っ
て
天
孫
が

異
界
へ
移
動
す
る
と
い
う
概
念
が
存
し
た
可
能
性
を
、
こ
の
一
書
か
ら
窺
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五

　

マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
は
、
天
孫
降
臨
神
話
に
於
い
て
天
孫
の
他
界
へ
の
移
動

手
段
と
し
て
神
話
的
に
発
想
さ
れ
、
そ
の
概
念
は
海
神
宮
訪
問
神
話
に
も
適

用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
朝
に
入
っ
て
大
嘗
祭
は
、
神
祇
官
に

よ
っ
て
祭
儀
と
し
て
の
体
裁
が
整
え
ら
れ
、
次
第
の
中
で
用
い
る
神
饌
や
調

度
に
神
話
の
名
称
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が
「
天
孫
降
臨
神
話
・
海
神
宮
訪

問
神
話
由
来
説
」
で
あ
る
。
室
町
期
に
一
旦
は
途
絶
え
た
大
嘗
祭
が
、
二
百

余
年
を
経
て
近
世
に
復
興
さ
れ
る
が
、
祭
儀
の
次
第
を
復
元
す
る
に
は
既
に

勃
興
し
て
い
た
国
学
が
寄
与
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
国
学
者
に
よ
る

記
・
紀
神
話
の
解
釈
を
参
照
し
つ
つ
、
大
嘗
祭
が
再
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
流
れ

の
中
で
、
大
嘗
宮
正
殿
の
神
座
が
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
と
呼
称
さ
れ
る
に
至
っ

た
。
こ
う
し
て
「
真
床
覆
衾
説
」
は
、
鈴
木
重
胤
か
ら
飯
田
武
郷
を
経
て
、

折
口
信
夫
へ
と
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
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『
日
本
書
紀
』
の
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
は
、
大
嘗
祭
と
は
無
縁
で
あ
っ
て
、

儀
礼
的
な
死
と
再
生
を
意
味
す
る
胎
児
へ
の
回
帰
を
暗
示
し
て
は
い
な
い
と

見
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
天
孫
降
臨
神
話
の
諸
伝
の
中
で
、
降
臨
神
の

交
替
を
伴
う
場
合
は
、
嬰
児
の
象
徴
と
し
て
の
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
は
不
要
と

な
る
と
い
う
考
え
は
適
切
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
は
司
令
神
と
随
伴
神
と
の
関
わ
り
で
解
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
即
ち
、
タ

カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
司
令
に
よ
る
降
臨
は
、
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
に
包
ま
れ
た
ニ
ニ

ギ
ノ
ミ
コ
ト
単
独
で
果
た
さ
れ
、
随
伴
者
が
居
た
と
し
て
も
『
日
本
書
紀
』

第
九
段
第
四
の
一
書
の
よ
う
に
、
せ
い
ぜ
い
東
征
系
の
二
神
に
限
ら
れ
て
い

た
。
ア
マ
テ
ラ
ス
を
新
た
な
司
令
神
に
据
え
た
こ
と
で
随
伴
神
に
加
わ
っ
た

多
数
の
石
屋
戸
系
の
神
々
ま
で
も
、
そ
こ
に
ニ
ニ
ギ
が
包
ま
れ
た
状
態
で
従

え
る
こ
と
を
不
自
然
だ
と
す
る
編
者
の
判
断
か
ら
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
は
捨
象

さ
れ
、
降
臨
の
様
態
に
は
触
れ
な
い
形
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

註（
１
）　

折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
三
巻　

中
央
公
論
社

（
２
）　

加
茂
正
典
「
天
孫
降
臨
神
話
と
大
嘗
祭
」『
日
本
古
代
即
位
儀
礼
史
の
研
究
』

思
文
閣
出
版　

平
成
一
一
年

（
３
）　

忌
部
正
通
『
神
代
巻
口
決
』（
貞
治
元
年
1368
『
日
本
書
紀
註
釈
』
中　

神
道

大
系
編
纂
会　

昭
和
六
〇
年
）
九
六
頁
。
な
お
、「
斎
庭
之
穂
」
に
つ
い
て
は

相
澤
安
『
新
論
』（
文
政
八
年
1825
）、「
卜
定
田
」
は
一
條
兼
良
『
日
本
書
紀
纂
』

康
成
年
間
1455
～
1457
）
が
そ
れ
ぞ
れ
従
う
。

（
４
）　

吉
田
兼
倶
『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』（
明
応
～
文
久
年
間
1492
～
1504
）。『
神
書

聞
塵
』（
文
明
三
年
1471
）、
吉
田
兼
右
『
日
本
書
紀
聞
書
』（
永
禄
十
年
1567
）
が

従
う
。

（
５
）　

鈴
木
重
胤
『
日
本
書
紀
傳
』（
文
久
二
年
1862
、
翌
年
に
没
す
る
ま
で
加
筆
）

（
６
）　

飯
田
武
郷
『
日
本
書
紀
通
釋
』（
明
治
三
二
年
1899
、
翌
年
飯
田
は
没
し
て
出

版
は
明
治
三
五
1902
～
四
二
年
1909　

大
鎧
閣
）
七
六
七
～
七
六
八
頁

（
７
）　

註（
２
）前
掲
書
三
〇
〇
頁

（
８
）　

栗
田
寛
『
神
祇
志
料
附
考
』
上
巻
。（
明
治
六
年
1873
序
）
皇
朝
秘
笈
刊
行
會　

昭
和
二
年　

二
六
～
二
七
頁

（
９
）　

賀
茂
眞
淵
『
冠
辭
考
』（
宝
暦
七
年
1757
『
賀
茂
眞
淵
全
集
』
第
八
巻　

続
群

書
類
従
刊
行
会　

昭
和
五
三
年
）
一
〇
〇
～
一
〇
一
頁

（
10
）　

卜
部
兼
方
『
釋
日
本
紀
』
巻
二
十
四

（
11
）　

一
条
兼
良
『
江
次
第
鈔
』（
永
享
一
〇
年
1438
『
続
々
群
書
類
従
』
第
六
法
制

部
』）
七
一
四
頁

（
12
）　

岡
田
精
司
「
大
化
前
代
の
服
属
儀
礼
と
新
嘗
」『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』

塙
書
房　

昭
和
四
五
年

（
13
）　

黒
崎
輝
人
「
大
嘗
祭
試
論
─
「
神
供
儀
礼
」
に
お
け
る
神
と
王
─
」『
日
本

思
想
史
研
究
』
第
一
一
号　

昭
和
五
四
年

（
14
）　

岡
田
莊
司
『
大
嘗
の
祭
り
』
学
生
社　

平
成
二
年

（
15
）　

三
品
彰
英
『
古
代
祭
祀
と
穀
霊
信
仰
』（『
三
品
彰
英
論
文
集
』
第
五
巻　

平

凡
社　

昭
和
四
八
年　

四
〇
五
頁
）

（
16
）　

神
野
志
隆
光
『
古
代
天
皇
神
話
論
』
若
草
書
房　

平
成
一
一
年

（
17
）　

註（
２
）前
掲
書
二
八
五
頁

（
18
）　

註（
４
）前
掲
書

（
19
）　

註（
10
）『
釋
日
本
紀
』、『
日
本
書
紀
纂
疏
』、
荷
田
春
滿
『
日
本
書
紀
箚
記
』

（
寳
永
四
年
1707
）、
河
村
秀
根
『
書
紀
集
解
』（
天
明
五
年
1785
自
序
）

（
20
）　

註（
３
）『
神
代
巻
口
決
』、
清
原
宣
賢
『
神
代
巻
抄
』（
天
文
五
年
1536
）、
山
崎

闇
斎
『
神
代
紀
垂
加
翁
講
義
』、
吉
川
惟
足
『
神
代
巻
惟
足
講
義
』。
な
お
、
兼

右
『
日
本
書
紀
聞
書
』（
永
禄
一
〇
年
1567
）
は
、
１
・
２
の
折
衷
案
を
採
る
。

（
21
）　

平
田
篤
胤
『
古
史
傳
』（
文
政
八
年
1825
）、
橘
守
部
『
稜
威
道
別
』（
天
保
一

五
年
1844
）

（
22
）　

真
野
時
綱
『
古
今
神
学
類
編
』。
な
お
白
川
家
『
伯
家
部
類
』
は
３
・
４
の

折
衷
案
を
採
る
。

（
23
）　

西
郷
信
綱
「
大
嘗
祭
の
構
造
」『
古
事
記
研
究
』
未
来
社　

昭
和
四
八
年

（
24
）　

西
條
勉
『
古
事
記
と
王
家
の
系
譜
学
』（
笠
間
書
院　

平
成
一
七
年
）
一
六
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〇
頁

（
25
）　

溝
口
睦
子
『
王
権
神
話
の
二
元
構
造
』（
吉
川
弘
文
館　

平
成
一
二
年
）

（
26
）　

三
品
彰
英
『
日
本
神
話
論
』（『
三
品
彰
英
論
文
集
』
第
一
巻　

平
凡
社　

昭

和
四
五
年
）

（
27
）　

註（
26
）前
掲
書
に
註（
24
）（
25
）な
ど
が
従
う
。

（
28
）　

及
川
智
早
「
天
降
る
神
は
天
磐
船
に
乗
る
か
」『
帝
塚
山
学
院
大
学
日
本
文

学
研
究
』
第
二
十
七
巻　

平
成
八
年

（
29
）　

福
島
秋
穗
は
、
こ
う
し
た
夢
の
経
験
を
も
と
に
古
代
人
が
鳥
と
霊
魂
と
を
一

体
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
論
ず
る
。「
古
代
の
心
」『
記
紀
神
話
伝
説
の

研
究
』（
六
興
出
版　

昭
和
六
三
年
）
四
八
七
～
四
八
八
頁

（
30
）　

折
口
信
夫
「
髯
籠
の
話
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻　

中
央
公
論
社　

二

〇
〇
～
二
〇
一
頁

（
31
）　

松
前
健
『
日
本
神
話
の
形
成
』（
塙
書
房　

昭
和
四
五
年
）、
次
田
真
幸
『
日

本
神
話
の
構
造
と
成
立
』（
明
治
書
院　

昭
和
六
〇
年
）、
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
『
日
本
書
紀
①
』（
小
学
館　

平
成
六
年
）
な
ど
の
注
釈
書
が
従
う
。

（
32
）　

藤
井
信
夫
「
古
事
記
上
巻
の
成
立
過
程
（
二
）」（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
第

十
四
巻
第
三
号　

昭
和
三
一
年
）、
太
田
善
麿
『
古
代
日
本
文
学
思
潮
論
』
Ⅲ　

桜
楓
社　

昭
和
三
七
年

（
33
）　

註（
32
）前
掲
書
、
論
文

（
34
）　

藤
井
註（
32
）前
掲
論
文
二
一
二
頁

（
35
）　

中
村
啓
信
「
神
代
紀
の
一
書
を
ど
う
見
る
か
─
神
代
七
代
条
を
め
ぐ
っ
て

─
」『
日
本
書
紀
の
基
礎
的
研
究
』
髙
科
書
店　

平
成
一
二
年

※
本
稿
は
、
平
成
二
二
年
度
古
事
記
学
会
九
月
例
会
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。


